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(57)【要約】
【課題】連結部の厚み方向の膨出の影響を受けることな
く、高効率で高品質の製品を製造可能な積層鉄心及びそ
の製造方法を提供する。
【解決手段】連結部１２で相互に結合された隣り合うセ
グメント鉄心片１３を有し、連結部１２を折り曲げて隣
り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４を合わせなが
ら、連続した複数のセグメント鉄心片１３を螺旋状に巻
回して積層した積層鉄心１０において、巻回された隣り
合うセグメント鉄心片１３の側端部１４は隙間を有して
近接配置され、上下隣り合うセグメント鉄心片１３の連
結部１２の位置は、周方向にずれている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
連結部で相互に結合された隣り合うセグメント鉄心片を有し、前記連結部を折り曲げて隣
り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数の前記セグメント鉄
心片を螺旋状に巻回して積層した積層鉄心において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部は隙間を有して近接配置され、上下隣
り合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずれていることを特徴とす
る積層鉄心。
【請求項２】
請求項１記載の積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は全
部が同一であることを特徴とする積層鉄心。
【請求項３】
複数のセグメント鉄心片同士を、連結部で相互に結合された状態に形成する打抜き工程と
、前記連結部を折り曲げて隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続
した複数の前記セグメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程とを有する積
層鉄心の製造方法において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を隙間を有して近接配置し、上下隣り
合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずらしていることを特徴とす
る積層鉄心の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、帯状に連続した複数のセグメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層した積層鉄心
及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、積層鉄心の製造に使用する鉄心材料（例えば、条材）の歩留向上方法として、鉄心
材料から鉄心片を打抜く際、環状とせずに帯状に連なる複数のセグメント鉄心片を打抜き
形成し、これを巻回しながら積層して積層鉄心を製造するいわゆる巻き形鉄心が知られて
いる。
具体的には、所定数のスロットを有する円弧状のセグメント鉄心片同士を、連結部を介し
て相互に結合した状態で、鉄心材料から金型で打抜く。そして、外周側に形成された連結
部を折り曲げ、隣り合うセグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数のセグ
メント鉄心片を螺旋状に巻回して積層する。なお、積層鉄心の積層方向では、連結部が異
なる位置にずれ、セグメント鉄心片と連結部が隣り合って配置されている（例えば、特許
文献１、特許文献２、及び特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１－２６４５４８号公報
【特許文献２】特開平８－１９６０６１号公報
【特許文献３】特表２００４－５０５５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、複数のセグメント鉄心片を環状に配置するため連結部を折り曲げる際に、
連結部の肉厚方向に膨出部が発生し、この膨出部が積層したセグメント鉄心片間に隙間を
生じさせ、製造した積層鉄心の厚みにばらつきを生じさせていた。この隙間は、例えば、
積層鉄心を使用したモータの組み立てにおいて、隙間を無くすための余分な加圧処理を必
要としたり、またモータの効率低下又は振動を招く原因となり、モータの品質に悪影響を
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及ぼす。
【０００５】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、連結部の厚み方向の膨出の影響を受けるこ
となく、高効率で高品質の製品を製造可能な積層鉄心及びその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的に沿う第１の発明に係る積層鉄心は、外周部に形成された連結部で相互に結合さ
れた隣り合うセグメント鉄心片を有し、前記連結部を折り曲げて隣り合う前記セグメント
鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数の前記セグメント鉄心片を螺旋状に巻回し
て積層した積層鉄心において、
前記連結部の半径方向外側には、該連結部の折り曲げ時に半径方向外側に形成される半径
方向膨出部を該積層鉄心の外側円内に収める凹部切欠きが設けられ、前記連結部の半径方
向内側には、該連結部の折り曲げ位置を形成する内側切欠きが設けられて、前記連結部の
　　　　半径方向の幅が幅狭に形成され、しかも該連結部の折り曲げ前の半径方向の幅を
前記セグメント鉄心片の厚みの０．５倍以上５倍以下にする。
【０００７】
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は
全部が同一であることが好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の形状は円弧状であり、そ
の曲率中心が前記セグメント鉄心片の半径方向外側にあることが好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ後の形状は直線状であること
が好ましい。
【０００８】
第１の発明に係る積層鉄心において、隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部の半径方向
外側には、前記連結部の折り曲げ時に、該連結部の半径方向内側に当接し該連結部を半径
方向外側へ押し出す押圧部が設けられていることが好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の形状は円弧状であり、そ
の曲率中心が前記セグメント鉄心片の半径方向内側にあることが好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の形状は波状であることが
好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部は、その周方向中央部に、半径方向内側
に突出する山部を有することが好ましい。
【０００９】
第１の発明に係る積層鉄心において、前記凹部切欠きによって形成される前記連結部の外
側周縁と、前記内側切欠きによって形成される前記連結部の内側周縁との中心に位置する
中心線の長さが、前記連結部の折り曲げ前後で同一長さであることが好ましい。
第１の発明に係る積層鉄心において、隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を近接配置
することが好ましい。
【００１０】
前記目的に沿う第２の発明に係る積層鉄心の製造方法は、複数のセグメント鉄心片同士を
、その外周部の連結部で相互に結合された状態に形成する打抜き工程と、前記連結部を折
り曲げて隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数の前記セ
グメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程とを有する積層鉄心の製造方法
において、
前記打抜き工程の際に、前記連結部の半径方向外側に、該連結部の折り曲げ時に半径方向
外側に形成される半径方向膨出部を前記積層鉄心の外側円内に収める凹部切欠きを形成し
、前記連結部の半径方向内側に、該連結部の折り曲げ位置を形成する内側切欠きを形成し
、前記連結部の半径方向の幅を前記セグメント鉄心片の厚みの０．５倍以上５倍以下にし
て幅狭に形成する。
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【発明の効果】
【００１１】
請求項１～１０記載の積層鉄心、及び請求項１１記載の積層鉄心の製造方法は、隣り合う
セグメント鉄心片を相互に結合する連結部の折り曲げ前の半径方向の幅を、セグメント鉄
心片の厚みに対して適正範囲にして幅狭に形成するので、連結部の折り曲げ時の連結部の
厚み方向の膨出を抑制できる。これにより、積層した複数のセグメント鉄心片の間に隙間
が形成されることを抑制、更には防止できるので、積層鉄心の品質管理が容易になり、積
層鉄心を使用したモータの高効率化を図ることができると共に、振動発生の防止によるモ
ータ品質の向上も図れる。
【００１２】
特に、請求項２記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は全部を
同一にするので、折り曲げの際の連結部への局部的な応力集中を抑制できる。これにより
、半径方向内側領域に生じる局部的な圧縮応力を軽減して、連結部の厚み方向の膨出を抑
制できると共に、半径方向外側領域に生じる局部的な引張応力を軽減して、連結部の破断
を抑制できる。
請求項３記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ前の形状が円弧状であり、その曲率中心が
セグメント鉄心片の半径方向外側にあるので、連結部の折り曲げ時に半径方向外側に形成
される半径方向膨出部の膨出を抑制できる。また、連結部の折り曲げ時に生じる圧縮応力
を、周方向に渡って分散できる連結部の長さを長くとれるので、連結部の厚み方向の膨出
も抑制できる。
請求項４記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ後の形状が直線状であるので、積層鉄心の
外側円内に確実に収めることができる。
【００１３】
請求項５記載の積層鉄心は、隣り合うセグメント鉄心片の側端部の半径方向外側に押圧部
を設けているので、連結部の折り曲げ時に、押圧部を連結部の半径方向内側に当接させて
連結部を半径方向外側へ押し出し、連結部に対して周方向に引っ張る力を加えることがで
きる。これにより、連結部を折り曲げる際に連結部の曲げ中心位置付近に生じる圧縮応力
を低減できるので、連結部が厚み方向に膨出しようとする力を抑制でき、その膨出を押さ
えることができる。
請求項６記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ前の形状が円弧状であり、その曲率中心が
セグメント鉄心片の半径方向内側にあるので、連結部の折れ曲げの際に、連結部を折り曲
げ前の形状と逆の方向へ湾曲させることなく、その幅のみを狭くできる。これにより、連
結部に局部的に大きな力が加わることを抑制できるので、連結部の折り曲げの際に、連結
部が切断される恐れを低減でき、積層鉄心を生産性よく製造できる。
【００１４】
請求項７記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ前の形状が波状であるので、連結部の周方
向に引っ張る力が加わっても、この力を、連結部の折れ曲がった部分が伸びることで吸収
できる。これにより、連結部に局部的に大きな力が加わることを抑制できるので、連結部
の折り曲げの際に、連結部が切断される恐れを低減でき、積層鉄心を生産性よく製造でき
る。
請求項８記載の積層鉄心は、連結部が、周方向中央部に、半径方向内側に突出する山部を
有するので、連結部の折り曲げ時に半径方向外側に形成される半径方向膨出部の膨出を抑
制できる。
【００１５】
請求項９記載の積層鉄心は、連結部の中心線の長さが、連結部の折り曲げ前後で同一長さ
であるので、連結部の折り曲げの際に、連結部に対して過剰な引張応力又は圧縮応力が発
生することを防止できる。
請求項１０記載の積層鉄心は、隣り合うセグメント鉄心片の側端部を近接配置し、側端部
同士の接触が防止されるので、各セグメント鉄心片の周方向のピッチのばらつきを防止で
き、例えば、積層方向のセグメント鉄心片のかしめ位置のずれを防止できる。また、この



(5) JP 2010-193715 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

ように近接配置することにより、例えば、セグメント鉄心片を打抜く金型の刃物が摩耗し
、側端部にバリが生じた場合でも、その接触を防止でき、各セグメント鉄心片の周方向の
ピッチのずれを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る積層鉄心の平面図である。
【図２】同積層鉄心のセグメント鉄心片の積層前の状態を示す部分平面図である。
【図３】同積層鉄心の第１の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図４】同積層鉄心の第２の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図５】同積層鉄心の第３の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図６】同積層鉄心の第４の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
図１、図２に示すように、本発明の一実施の形態に係る積層鉄心１０は、外周部１１に形
成された連結部１２で相互に結合された隣り合うセグメント鉄心片１３を有し、連結部１
２を折り曲げて隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４を合わせながら、連続した複
数のセグメント鉄心片１３を螺旋状に巻回して積層した固定子積層鉄心（ステータともい
う）であり、連結部１２の折り曲げ前の半径方向の幅Ｗを幅狭に形成したものである。以
下、詳しく説明する。
【００１８】
積層鉄心１０は、厚みが、例えば、０．５ｍｍ以下（本実施の形態では０．３５ｍｍ）程
度の電磁鋼板（図示しない）から、連結部１２で結合された複数のセグメント鉄心片１３
を金型で打抜き、図１、図２に示すように、打ち抜かれた連続したセグメント鉄心片１３
を巻回し順次かしめ積層して構成されるものである。ここで、複数のセグメント鉄心片の
積層方法としては、かしめ、溶接、及び接着のいずれか１を適用することも、また、いず
れか２以上を併用することもできる。
この各セグメント鉄心片１３は、半径方向内側に複数のスロット１５が設けられて磁極片
部１６が形成され、半径方向外側にはヨーク片部１７が形成されている。
【００１９】
隣り合うセグメント鉄心片１３の間には、セグメント鉄心片１３を外周部１１で結合する
連結部１２が設けられている。
この連結部１２の半径方向外側には、連結部１２の折り曲げ時に半径方向外側に形成され
る半径方向膨出部１８を、積層鉄心１０の外側円内に収める凹部切欠き１９が設けられて
いる。このため、図２に示すように、連結部１２の折り曲げ前は、連結部１２の外周が半
径方向内側に凹んでいる。
【００２０】
また、連結部１２の半径方向内側（側端部１４の半径方向外側領域）には、連結部１２の
折り曲げ前の半径方向の幅が同一になるように、内側切欠き２０が設けられている。なお
、この内側切欠き２０によって連結部１２の折り曲げ位置が形成される。
この内側切欠き２０は、連結部１２の折り曲げ後は逆三角形状となって、隣り合うセグメ
ント鉄心片１３の側端部１４の半径方向外側領域間に隙間を形成するので、この半径方向
外側領域同士を干渉させることなく、隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４の半径
方向内側領域を合わせることができる。
以上のように構成することで、連結部１２を折り曲げる際に、連結部１２に設けられた内
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側切欠き２０が、連結部１２にヒンジ効果を与えることができる。
【００２１】
この凹部切欠き１９と内側切欠き２０によって形成される連結部１２は、折り曲げ前の形
状が円弧状であり、その曲率中心Ｐがセグメント鉄心片１３の半径方向外側にある。この
連結部１２の曲率半径Ｒは、連結部１２を折り曲げた際に、図１に示すように、連結部１
２が長手方向に渡って直線状になるように設定しており、例えば、１ｍｍ以上５ｍｍ以下
（本実施の形態では、２ｍｍ以上３ｍｍ以下）程度に設定している。なお、折り曲げ後の
連結部１２は、折り曲げ前よりも、その半径方向外側に膨出するが、連結部１２が直線状
になるため、更には前記した凹部切欠き１９があるため、積層鉄心１０の外側円内に収め
ることができる。
【００２２】
ここで、連結部は、凹部切欠き１９によって形成される外側周縁（折り曲げ前は外側円弧
）と、内側切欠き２０によって形成される内側周縁（折り曲げ前は内側円弧）との中心に
位置する中心線Ｃの長さ（連結部の長手方向に渡って形成される中心長さ）を、連結部の
折り曲げ前後で同一長さになるように設定することが好ましい。なお、折り曲げ前の連結
部の中心線Ｃの長さが、折り曲げ後の連結部の中心線Ｃの長さより短くなる場合、折り曲
げ後の連結部の中心線Ｃの長さの許容値を、セグメント鉄心片を構成する材料（ここでは
電磁鋼板）の伸び率の０％、又は０を超え５０％以下（好ましくは、２０％以上５０％以
下）とする。
【００２３】
また、図３に示すように、連結部３０の折り曲げ前の形状を円弧状とし、その曲率中心を
セグメント鉄心片３１の半径方向外側に配置して、隣り合うセグメント鉄心片３１の側端
部３２の半径方向外側に、押圧部３３を設けることもできる。
この押圧部３３は、平面視して鋭角状（面取りも含む）または円弧状（Ｒ状）になってお
り、セグメント鉄心片３１の側端部３２の対向面の一部を形成する接触側面３４と、内側
切欠き３５側の一部を形成する側面３６とで挟まれた領域で構成されている。この側面３
６は、連結部３０の折り曲げ前、連結部３０の内側切欠き３５側の内側面３７に対し、同
一間隔ｓをあけた状態で形成されている。また、連結部３０の折り曲げ前の間隔（連結部
３０と押圧部３３との間隔）ｓは、例えば、連結部３０の半径方向の幅の１倍以上２倍以
下程度で幅狭となっている。
【００２４】
そして、連結部３０を折り曲げる際に、隣り合うセグメント鉄心片３１の側端部３２同士
が合わさり、即ち対向する押圧部３３の接触側面３４が合わさって、押圧部３３の先端角
が連結部３０の内側面３７の１箇所に当接し、更に連結部３０を半径方向外側へ押し出す
。このとき、押し出された押圧部３０は、凹部切欠き１９により、積層鉄心の外側円内に
収められている。
なお、押圧部の形状は、押圧部によって押し出される連結部が、凹部切欠き１９内に配置
されれば、この形状に限定されるものではない。例えば、図４に示すように、図３に示し
た押圧部３０の角部分を大きく面取りして形成される押圧部３８を使用することで、押圧
部３８を連結部３０の内側面３７の異なる２箇所に当接させ、連結部３０を半径方向外側
へ押し出すことができる。これにより、連結部を１箇所から押し出した場合と比較して、
連結部の半径方向外側への突出量を小さくでき、例えば、連結部の長さを更に長くしても
、連結部を凹部切欠き内に収めることができる。また、連結部を２箇所で押圧することで
、１箇所で押圧した場合よりも、連結部の周方向への伸びを大きくでき、連結部の厚み方
向の膨出を抑制できる。更に、押圧部の形状は、折り曲げ前に連結部側へ突出した形状で
もよい。
これにより、連結部３０を折り曲げる際の連結部３０に生じる圧縮応力を低減でき、連結
部３０の厚み方向の膨出を押さえることができる。
【００２５】
また、図５に示すように、連結部４０の折り曲げ前の形状を円弧状とし、その曲率中心を
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セグメント鉄心片４１の半径方向内側に配置することもできる。この場合は、連結部４０
の折り曲げ時に形成される半径方向膨出部４２を、連結部４０の半径方向外側に設ける凹
部切欠き４３によって積層鉄心の外側円内に収めるように、折り曲げ前の連結部４０の形
状を決定する。また、折り曲げ前の形状を直線状とすることも可能であり、このときも、
半径方向膨出部を、積層鉄心の外側円内に収めるようにする。
【００２６】
更に、図６に示すように、連結部５０の折り曲げ前の形状を波状にしてもよい。
この連結部５０は、その周方向中央部に、セグメント鉄心片５１の半径方向内側に突出す
る円弧状の山部５２を有し、この山部５２の両側に、山部５２と隣り合うセグメント鉄心
片５１とを接続する半径方向外側に突出する円弧状の谷部５３が設けられている。
これにより、連結部５０の折り曲げ後は、山部５２が直線状態になり、半径方向の膨出を
抑制、更には防止できる。
なお、連結部５０を、１個の山部と２個の谷部とで構成した場合について説明したが、山
部と谷部の個数はこれに限定されるものではなく、例えば、３個の山部と２個の谷部とで
構成してもよい。このときも、連結部の周方向中央部に、山部を配置することが好ましい
。
【００２７】
前記した連結部１２（他の連結部３０、４０、５０についても同様）の半径方向の幅Ｗは
、図２に示すように、折り曲げの前の連結部１２の長手方向に渡って全部（図２の網かけ
部）が同一となっている。ここで、連結部の一部、例えば、連結部の長手方向両側を除い
た部分のみを同一幅にしてもよい。
そして、連結部１２は、折り曲げ前の幅Ｗがセグメント鉄心片１３の厚み（即ち、電磁鋼
板の厚み）の０．５倍以上５倍以下に設定されており、幅狭に形成されている。
ここで、連結部の幅がセグメント鉄心片の厚みの０．５倍未満の場合、連結部の幅が細く
なり過ぎ、例えば、連結部が切れてセグメント鉄心片がばらばらになる恐れがある。一方
、連結部の幅がセグメント鉄心片の厚みの５倍を超える場合、連結部の幅が広くなり過ぎ
るため、連結部の半径方向内側領域に局部的な圧縮応力が生じて、連結部の厚み方向の膨
出が発生し易くなると共に、半径方向外側領域に局部的な引張応力が生じて、連結部に破
断が発生し易くなる。
【００２８】
従って、連結部１２の折り曲げ前の幅Ｗを、セグメント鉄心片１３の厚みの０．５倍以上
５倍以下に設定したが、下限値を０．６倍、更には０．７倍とすることが好ましく、上限
値を４倍、更には３．５倍とすることが好ましい。
この設定範囲に基づき、連結部１２の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を、０．２５ｍｍ以上１ｍ
ｍ以下（好ましくは、０．２５ｍｍ以上０．７ｍｍ以下、更には０．２５ｍｍ以上０．５
ｍｍ以下）に設定することが好ましい。
なお、本実施の形態では、セグメント鉄心片１３の厚みを０．３５ｍｍとし、連結部１２
の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を０．３ｍｍに設定しており、連結部１２の幅Ｗがセグメント
鉄心片１３の厚みの０．８６倍となっているため、前記した範囲内に収まっている。
【００２９】
また、連結部１２の折り曲げ前（図２の網かけ部）の掛け渡し最大長さ（即ち、連結部１
２の両端間の最大直線長さ）Ｌを、２ｍｍ以上４ｍｍ以下（本実施の形態では３ｍｍ）に
設定することが好ましい。
ここで、連結部の最大長さが２ｍｍ未満の場合、連結部の長さが短くなり過ぎるため、連
結部の半径方向内側領域に局部的な圧縮応力が生じて、連結部の厚み方向の膨出が発生し
易くなると共に、半径方向外側領域に局部的な引張応力が生じて、連結部に破断が発生し
易くなる。一方、連結部の最大長さが４ｍｍを超える場合、連結部の幅に対して連結部の
長さが長くなり過ぎ、例えば、連結部が切れ易くなり、セグメント鉄心片がばらばらにな
る恐れがあるほか、連結部の伸びにより隣り合うセグメント鉄心片間の隙間が大きくなり
、位置決め精度が悪くなる。
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【００３０】
従って、連結部１２の折り曲げ前の最大長さＬを、２ｍｍ以上４ｍｍ以下に設定したが、
下限値を２．５ｍｍ、上限値を３．５ｍｍとすることが好ましい。
なお、連結部１２の厚み方向の膨出量を、従来よりも低減するために、更に、連結部に対
してパンチを押し付けるコイニング加工を行い、連結部を元の厚みの７０％以上９５％以
下、好ましくは８０％以上９５％以下（押圧量を、例えば３０μｍ以上４０μｍ以下程度
）とすることもできる。
以上に示した連結部の折り曲げ前の幅Ｗと最大長さＬは、積層鉄心の直径が、例えば、１
００ｍｍ以上２０００ｍｍ（本実施の形態では３００ｍｍ）程度のものに適用できるが、
これに限定されるものではない。
【００３１】
上記した連結部１２は、折り曲げ時に、連結部１２の外周部が円周方向に引っ張られ、そ
の厚みが薄くなると共に半径方向外側に半径方向膨出部１８が形成され易くなるが、これ
は凹部切欠き１９内に配置されるため問題ない。一方、連結部１２の内周部は円周方向に
押し縮められ、その厚み方向に膨出しようとするが、連結部１２を幅狭にしている効果、
更にはその形状と最大長さＬを規定することにより抑制される。
なお、本実施の形態においては、セグメント鉄心片１３の厚みを０．３５ｍｍ、連結部１
２の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を０．３ｍｍ、最大長さＬを３ｍｍにそれぞれ設定したとこ
ろ、厚み方向の膨出量を、目標値である０．００５ｍｍ以下（ここでは０．００３ｍｍ）
にできた。
【００３２】
また、隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４の半径方向内側領域には、凹部２１と
これに嵌合する凸部２２によって構成される係合部２３が設けられている。この凹部２１
と凸部２２を含む隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４は、連結部１２の折り曲げ
後、例えば、２０μｍ以上３０μｍ以下の隙間を開けて近接配置されているが、当接させ
てもよい。
これにより、隣り合うセグメント鉄心片１３同士の相互の位置決めをより精度良く実施で
き、その環状精度を向上できる。
【００３３】
図１に示すように、複数のセグメント鉄心片１３を巻回して積層するに際しては、隣り合
うセグメント鉄心片１３の間に設けられた連結部１２を、積層方向で異なる位置にずらし
、各磁極片部１６の位置を合わせている。なお、本実施の形態では、セグメント鉄心片１
３の積層の際に、スロット１個分だけ積層方向でずらしているが、２個以上ずつずらして
もよい。
ここで、平面視した積層鉄心の一周当たりの全スロット数をｍ個とし、セグメント鉄心片
１個当たりのスロット数（磁極片部の数と同じ）をｎ個とした場合、スロット１個分だけ
積層方向でずらすために必要な１周のセグメント鉄心片数をｋ個とすると、以下の関係が
成り立つ。
（ｍ＋１）／ｎ＝ｋ
ここで、ｍ、ｎ、ｋは、それぞれ正の整数であり、積層鉄心の製造条件に応じて種々変更
できる。
【００３４】
なお、本実施の形態では、図１に示すように、平面視した積層鉄心の一周当たりの全スロ
ット数が２０個（ｍ＝２０）、セグメント鉄心片１個当たりの磁極片部の数が３個（スロ
ット数３個に相当：ｎ＝３）であるため、上式より１周に必要なセグメント鉄心片数は７
個（ｋ＝７）であるが、７個目のセグメント鉄心片の磁極片部１個分だけ積層時に次の層
となり、積層方向の連結部の位置は、磁極片部１個分（スロット１個分に相当）ずれるこ
とになる。
また、積層方向で周方向にずれるスロット数を２個以上にする場合は、前記した式中の「
１」を、ずれる個数、即ち２以上に変えることで、１周に必要なセグメント鉄心片数が求
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これにより、複数のセグメント鉄心片１３を巻回して積層するに際しては、連結部１２の
位置が積層方向でずれるため、各セグメント鉄心片１３の結合強度を更に強固なものにで
きる。
【００３５】
続いて、本発明の一実施の形態に係る積層鉄心の製造方法について説明する。
まず、電磁鋼板（図示しない）を搬送しながら、１又は複数の金型（図示しない）を使用
して、図２に示すように、複数のセグメント鉄心片１３同士を、連結部１２で相互に結合
された状態に形成する打抜き工程を行う。
このセグメント鉄心片１３の打抜きに際しては、通常行うスロット１５の打抜き形成の後
に、凹部切欠き１９の形成と内側切欠き２０の形成をそれぞれ行い、前記した幅狭の連結
部１２を形成する。なお、金型形状によって、凹部切欠き１９の形成と内側切欠き２０の
形成を、同時に行うことも、順次個別に行うことも、また順序を入れ換えて行うことも可
能であり、更にスロット１５の打抜き形成と共に行うことも可能である。
【００３６】
また、この打抜き工程では、更に連結部をコイニング加工し、連結部をセグメント鉄心片
より薄肉にすることも可能である。
次に、連結部１２を折り曲げ、隣り合うセグメント鉄心片１３の凹部２１に凸部２２を嵌
合させると共に、セグメント鉄心片１３の側端部１４を合わせながら、連続した複数のセ
グメント鉄心片１３を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程を行い、積層鉄心１０を製
造する。
【００３７】
以上、本発明を、一実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の
形態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範
囲内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、前記したそれ
ぞれの実施の形態や変形例の一部又は全部を組合せて本発明の積層鉄心及びその製造方法
を構成する場合も本発明の権利範囲に含まれる。
また、前記実施の形態においては、積層鉄心が固定子積層鉄心の場合について説明したが
、回転子積層鉄心（ローターともいう）でも勿論よい。この場合、回転子積層鉄心は、複
数のセグメント鉄心片で構成され、しかも隣り合うセグメント鉄心片は、外周部に形成さ
れた連結部で相互に結合される。ここで、例えば、複数のセグメント鉄心片の搬送時に、
連結部が切れ易くなる場合は、隣り合うセグメント鉄心片を更に結合するため、その内周
部にリブを設けてもよい。このリブは、積層鉄心の製造の際には、切り落とすとよい。
【符号の説明】
【００３８】
１０：積層鉄心、１１：外周部、１２：連結部、１３：セグメント鉄心片、１４：側端部
、１５：スロット、１６：磁極片部、１７：ヨーク片部、１８：半径方向膨出部、１９：
凹部切欠き、２０：内側切欠き、２１：凹部、２２：凸部、２３：係合部、３０：連結部
、３１：セグメント鉄心片、３２：側端部、３３：押圧部、３４：接触側面、３５：内側
切欠き、３６：側面、３７：内側面、３８：押圧部、４０：連結部、４１：セグメント鉄
心片、４２：半径方向膨出部、４３：凹部切欠き、５０：連結部、５１：セグメント鉄心
片、５２：山部、５３：谷部
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月9日(2010.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
連結部で相互に結合された隣り合うセグメント鉄心片を有し、前記連結部を折り曲げて隣
り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数の前記セグメント鉄
心片を螺旋状に巻回して積層した積層鉄心において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部は隙間を有して近接配置され、上下隣
り合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずれていることを特徴とす
る積層鉄心。
【請求項２】
請求項１記載の積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は全
部が同一であることを特徴とする積層鉄心。
【請求項３】
複数のセグメント鉄心片同士を、連結部で相互に結合された状態に形成する打抜き工程と
、前記連結部を折り曲げて隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続
した複数の前記セグメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程とを有する積
層鉄心の製造方法において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を隙間を有して近接配置し、上下隣り
合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずらしていることを特徴とす
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る積層鉄心の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、帯状に連続した複数のセグメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層した積層鉄心
及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、積層鉄心の製造に使用する鉄心材料（例えば、条材）の歩留向上方法として、鉄心
材料から鉄心片を打抜く際、環状とせずに帯状に連なる複数のセグメント鉄心片を打抜き
形成し、これを巻回しながら積層して積層鉄心を製造するいわゆる巻き形鉄心が知られて
いる。
具体的には、所定数のスロットを有する円弧状のセグメント鉄心片同士を、連結部を介し
て相互に結合した状態で、鉄心材料から金型で打抜く。そして、外周側に形成された連結
部を折り曲げ、隣り合うセグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数のセグ
メント鉄心片を螺旋状に巻回して積層する。なお、積層鉄心の積層方向では、連結部が異
なる位置にずれ、セグメント鉄心片と連結部が隣り合って配置されている（例えば、特許
文献１、特許文献２、及び特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１－２６４５４８号公報
【特許文献２】特開平８－１９６０６１号公報
【特許文献３】特表２００４－５０５５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、複数のセグメント鉄心片を環状に配置するため連結部を折り曲げる際に、
連結部の肉厚方向に膨出部が発生し、この膨出部が積層したセグメント鉄心片間に隙間を
生じさせ、製造した積層鉄心の厚みにばらつきを生じさせていた。この隙間は、例えば、
積層鉄心を使用したモータの組み立てにおいて、隙間を無くすための余分な加圧処理を必
要としたり、またモータの効率低下又は振動を招く原因となり、モータの品質に悪影響を
及ぼす。
【０００５】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、連結部の厚み方向の膨出の影響を受けるこ
となく、高効率で高品質の製品を製造可能な積層鉄心及びその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的に沿う第１の発明に係る積層鉄心は、連結部で相互に結合された隣り合うセグメ
ント鉄心片を有し、前記連結部を折り曲げて隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を合
わせながら、連続した複数の前記セグメント鉄心片を螺旋状に巻回して積層した積層鉄心
において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部は隙間を有して近接配置され、上下隣
り合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずれている。
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【０００７】
第１の発明に係る積層鉄心において、前記連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は
全部が同一であることが好ましい。
【０００８】
【０００９】
【００１０】
前記目的に沿う第２の発明に係る積層鉄心の製造方法は、複数のセグメント鉄心片同士を
、連結部で相互に結合された状態に形成する打抜き工程と、前記連結部を折り曲げて隣り
合う前記セグメント鉄心片の側端部を合わせながら、連続した複数の前記セグメント鉄心
片を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程とを有する積層鉄心の製造方法において、
巻回された隣り合う前記セグメント鉄心片の側端部を隙間を有して近接配置し、上下隣り
合う前記セグメント鉄心片の前記連結部の位置は、周方向にずらしている。
【発明の効果】
【００１１】
請求項１、２記載の積層鉄心、及び請求項３記載の積層鉄心の製造方法は、隣り合うセグ
メント鉄心片の側端部を近接配置し、側端部同士の接触が防止されるので、各セグメント
鉄心片の周方向のピッチのばらつきを防止でき、例えば、積層方向のセグメント鉄心片の
かしめ位置のずれを防止できる。また、このように近接配置することにより、例えば、セ
グメント鉄心片を打抜く金型の刃物が摩耗し、側端部にバリが生じた場合でも、その接触
を防止でき、各セグメント鉄心片の周方向のピッチのずれを防止できる。
【００１２】
特に、請求項２記載の積層鉄心は、連結部の折り曲げ前の半径方向の幅の一部又は全部を
同一にするので、折り曲げの際の連結部への局部的な応力集中を抑制できる。これにより
、半径方向内側領域に生じる局部的な圧縮応力を軽減して、連結部の厚み方向の膨出を抑
制できると共に、半径方向外側領域に生じる局部的な引張応力を軽減して、連結部の破断
を抑制できる。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施の形態に係る積層鉄心の平面図である。
【図２】同積層鉄心のセグメント鉄心片の積層前の状態を示す部分平面図である。
【図３】同積層鉄心の第１の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図４】同積層鉄心の第２の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図５】同積層鉄心の第３の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【図６】同積層鉄心の第４の変形例に係る連結部の折り曲げ前後の状態を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
図１、図２に示すように、本発明の一実施の形態に係る積層鉄心１０は、外周部１１に形
成された連結部１２で相互に結合された隣り合うセグメント鉄心片１３を有し、連結部１
２を折り曲げて隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４を合わせながら、連続した複
数のセグメント鉄心片１３を螺旋状に巻回して積層した固定子積層鉄心（ステータともい
う）であり、連結部１２の折り曲げ前の半径方向の幅Ｗを幅狭に形成したものである。以
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下、詳しく説明する。
【００１８】
積層鉄心１０は、厚みが、例えば、０．５ｍｍ以下（本実施の形態では０．３５ｍｍ）程
度の電磁鋼板（図示しない）から、連結部１２で結合された複数のセグメント鉄心片１３
を金型で打抜き、図１、図２に示すように、打ち抜かれた連続したセグメント鉄心片１３
を巻回し順次かしめ積層して構成されるものである。ここで、複数のセグメント鉄心片の
積層方法としては、かしめ、溶接、及び接着のいずれか１を適用することも、また、いず
れか２以上を併用することもできる。
この各セグメント鉄心片１３は、半径方向内側に複数のスロット１５が設けられて磁極片
部１６が形成され、半径方向外側にはヨーク片部１７が形成されている。
【００１９】
隣り合うセグメント鉄心片１３の間には、セグメント鉄心片１３を外周部１１で結合する
連結部１２が設けられている。
この連結部１２の半径方向外側には、連結部１２の折り曲げ時に半径方向外側に形成され
る半径方向膨出部１８を、積層鉄心１０の外側円内に収める凹部切欠き１９が設けられて
いる。このため、図２に示すように、連結部１２の折り曲げ前は、連結部１２の外周が半
径方向内側に凹んでいる。
【００２０】
また、連結部１２の半径方向内側（側端部１４の半径方向外側領域）には、連結部１２の
折り曲げ前の半径方向の幅が同一になるように、内側切欠き２０が設けられている。なお
、この内側切欠き２０によって連結部１２の折り曲げ位置が形成される。
この内側切欠き２０は、連結部１２の折り曲げ後は逆三角形状となって、隣り合うセグメ
ント鉄心片１３の側端部１４の半径方向外側領域間に隙間を形成するので、この半径方向
外側領域同士を干渉させることなく、隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４の半径
方向内側領域を合わせることができる。
以上のように構成することで、連結部１２を折り曲げる際に、連結部１２に設けられた内
側切欠き２０が、連結部１２にヒンジ効果を与えることができる。
【００２１】
この凹部切欠き１９と内側切欠き２０によって形成される連結部１２は、折り曲げ前の形
状が円弧状であり、その曲率中心Ｐがセグメント鉄心片１３の半径方向外側にある。この
連結部１２の曲率半径Ｒは、連結部１２を折り曲げた際に、図１に示すように、連結部１
２が長手方向に渡って直線状になるように設定しており、例えば、１ｍｍ以上５ｍｍ以下
（本実施の形態では、２ｍｍ以上３ｍｍ以下）程度に設定している。なお、折り曲げ後の
連結部１２は、折り曲げ前よりも、その半径方向外側に膨出するが、連結部１２が直線状
になるため、更には前記した凹部切欠き１９があるため、積層鉄心１０の外側円内に収め
ることができる。
【００２２】
ここで、連結部は、凹部切欠き１９によって形成される外側周縁（折り曲げ前は外側円弧
）と、内側切欠き２０によって形成される内側周縁（折り曲げ前は内側円弧）との中心に
位置する中心線Ｃの長さ（連結部の長手方向に渡って形成される中心長さ）を、連結部の
折り曲げ前後で同一長さになるように設定することが好ましい。なお、折り曲げ前の連結
部の中心線Ｃの長さが、折り曲げ後の連結部の中心線Ｃの長さより短くなる場合、折り曲
げ後の連結部の中心線Ｃの長さの許容値を、セグメント鉄心片を構成する材料（ここでは
電磁鋼板）の伸び率の０％、又は０を超え５０％以下（好ましくは、２０％以上５０％以
下）とする。
【００２３】
また、図３に示すように、連結部３０の折り曲げ前の形状を円弧状とし、その曲率中心を
セグメント鉄心片３１の半径方向外側に配置して、隣り合うセグメント鉄心片３１の側端
部３２の半径方向外側に、押圧部３３を設けることもできる。
この押圧部３３は、平面視して鋭角状（面取りも含む）または円弧状（Ｒ状）になってお
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り、セグメント鉄心片３１の側端部３２の対向面の一部を形成する接触側面３４と、内側
切欠き３５側の一部を形成する側面３６とで挟まれた領域で構成されている。この側面３
６は、連結部３０の折り曲げ前、連結部３０の内側切欠き３５側の内側面３７に対し、同
一間隔ｓをあけた状態で形成されている。また、連結部３０の折り曲げ前の間隔（連結部
３０と押圧部３３との間隔）ｓは、例えば、連結部３０の半径方向の幅の１倍以上２倍以
下程度で幅狭となっている。
【００２４】
そして、連結部３０を折り曲げる際に、隣り合うセグメント鉄心片３１の側端部３２同士
が合わさり、即ち対向する押圧部３３の接触側面３４が合わさって、押圧部３３の先端角
が連結部３０の内側面３７の１箇所に当接し、更に連結部３０を半径方向外側へ押し出す
。このとき、押し出された連結部３０は、凹部切欠き１９により、積層鉄心の外側円内に
収められている。
なお、押圧部の形状は、押圧部によって押し出される連結部が、凹部切欠き１９内に配置
されれば、この形状に限定されるものではない。例えば、図４に示すように、図３に示し
た押圧部３３の角部分を大きく面取りして形成される押圧部３８を使用することで、押圧
部３８を連結部３０の内側面３７の異なる２箇所に当接させ、連結部３０を半径方向外側
へ押し出すことができる。これにより、連結部を１箇所から押し出した場合と比較して、
連結部の半径方向外側への突出量を小さくでき、例えば、連結部の長さを更に長くしても
、連結部を凹部切欠き内に収めることができる。また、連結部を２箇所で押圧することで
、１箇所で押圧した場合よりも、連結部の周方向への伸びを大きくでき、連結部の厚み方
向の膨出を抑制できる。更に、押圧部の形状は、折り曲げ前に連結部側へ突出した形状で
もよい。
これにより、連結部３０を折り曲げる際の連結部３０に生じる圧縮応力を低減でき、連結
部３０の厚み方向の膨出を押さえることができる。
【００２５】
また、図５に示すように、連結部４０の折り曲げ前の形状を円弧状とし、その曲率中心を
セグメント鉄心片４１の半径方向内側に配置することもできる。この場合は、連結部４０
の折り曲げ時に形成される半径方向膨出部４２を、連結部４０の半径方向外側に設ける凹
部切欠き４３によって積層鉄心の外側円内に収めるように、折り曲げ前の連結部４０の形
状を決定する。また、折り曲げ前の形状を直線状とすることも可能であり、このときも、
半径方向膨出部を、積層鉄心の外側円内に収めるようにする。
【００２６】
更に、図６に示すように、連結部５０の折り曲げ前の形状を波状にしてもよい。
この連結部５０は、その周方向中央部に、セグメント鉄心片５１の半径方向内側に突出す
る円弧状の山部５２を有し、この山部５２の両側に、山部５２と隣り合うセグメント鉄心
片５１とを接続する半径方向外側に突出する円弧状の谷部５３が設けられている。
これにより、連結部５０の折り曲げ後は、山部５２が直線状態になり、半径方向の膨出を
抑制、更には防止できる。
なお、連結部５０を、１個の山部と２個の谷部とで構成した場合について説明したが、山
部と谷部の個数はこれに限定されるものではなく、例えば、３個の山部と２個の谷部とで
構成してもよい。このときも、連結部の周方向中央部に、山部を配置することが好ましい
。
【００２７】
前記した連結部１２（他の連結部３０、４０、５０についても同様）の半径方向の幅Ｗは
、図２に示すように、折り曲げの前の連結部１２の長手方向に渡って全部（図２の網かけ
部）が同一となっている。ここで、連結部の一部、例えば、連結部の長手方向両側を除い
た部分のみを同一幅にしてもよい。
そして、連結部１２は、折り曲げ前の幅Ｗがセグメント鉄心片１３の厚み（即ち、電磁鋼
板の厚み）の０．５倍以上５倍以下に設定されており、幅狭に形成されている。
ここで、連結部の幅がセグメント鉄心片の厚みの０．５倍未満の場合、連結部の幅が細く
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なり過ぎ、例えば、連結部が切れてセグメント鉄心片がばらばらになる恐れがある。一方
、連結部の幅がセグメント鉄心片の厚みの５倍を超える場合、連結部の幅が広くなり過ぎ
るため、連結部の半径方向内側領域に局部的な圧縮応力が生じて、連結部の厚み方向の膨
出が発生し易くなると共に、半径方向外側領域に局部的な引張応力が生じて、連結部に破
断が発生し易くなる。
【００２８】
従って、連結部１２の折り曲げ前の幅Ｗを、セグメント鉄心片１３の厚みの０．５倍以上
５倍以下に設定したが、下限値を０．６倍、更には０．７倍とすることが好ましく、上限
値を４倍、更には３．５倍とすることが好ましい。
この設定範囲に基づき、連結部１２の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を、０．２５ｍｍ以上１ｍ
ｍ以下（好ましくは、０．２５ｍｍ以上０．７ｍｍ以下、更には０．２５ｍｍ以上０．５
ｍｍ以下）に設定することが好ましい。
なお、本実施の形態では、セグメント鉄心片１３の厚みを０．３５ｍｍとし、連結部１２
の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を０．３ｍｍに設定しており、連結部１２の幅Ｗがセグメント
鉄心片１３の厚みの０．８６倍となっているため、前記した範囲内に収まっている。
【００２９】
また、連結部１２の折り曲げ前（図２の網かけ部）の掛け渡し最大長さ（即ち、連結部１
２の両端間の最大直線長さ）Ｌを、２ｍｍ以上４ｍｍ以下（本実施の形態では３ｍｍ）に
設定することが好ましい。
ここで、連結部の最大長さが２ｍｍ未満の場合、連結部の長さが短くなり過ぎるため、連
結部の半径方向内側領域に局部的な圧縮応力が生じて、連結部の厚み方向の膨出が発生し
易くなると共に、半径方向外側領域に局部的な引張応力が生じて、連結部に破断が発生し
易くなる。一方、連結部の最大長さが４ｍｍを超える場合、連結部の幅に対して連結部の
長さが長くなり過ぎ、例えば、連結部が切れ易くなり、セグメント鉄心片がばらばらにな
る恐れがあるほか、連結部の伸びにより隣り合うセグメント鉄心片間の隙間が大きくなり
、位置決め精度が悪くなる。
【００３０】
従って、連結部１２の折り曲げ前の最大長さＬを、２ｍｍ以上４ｍｍ以下に設定したが、
下限値を２．５ｍｍ、上限値を３．５ｍｍとすることが好ましい。
なお、連結部１２の厚み方向の膨出量を、従来よりも低減するために、更に、連結部に対
してパンチを押し付けるコイニング加工を行い、連結部を元の厚みの７０％以上９５％以
下、好ましくは８０％以上９５％以下（押圧量を、例えば３０μｍ以上４０μｍ以下程度
）とすることもできる。
以上に示した連結部の折り曲げ前の幅Ｗと最大長さＬは、積層鉄心の直径が、例えば、１
００ｍｍ以上２０００ｍｍ（本実施の形態では３００ｍｍ）程度のものに適用できるが、
これに限定されるものではない。
【００３１】
上記した連結部１２は、折り曲げ時に、連結部１２の外周部が円周方向に引っ張られ、そ
の厚みが薄くなると共に半径方向外側に半径方向膨出部１８が形成され易くなるが、これ
は凹部切欠き１９内に配置されるため問題ない。一方、連結部１２の内周部は円周方向に
押し縮められ、その厚み方向に膨出しようとするが、連結部１２を幅狭にしている効果、
更にはその形状と最大長さＬを規定することにより抑制される。
なお、本実施の形態においては、セグメント鉄心片１３の厚みを０．３５ｍｍ、連結部１
２の折り曲げ前の幅Ｗの寸法を０．３ｍｍ、最大長さＬを３ｍｍにそれぞれ設定したとこ
ろ、厚み方向の膨出量を、目標値である０．００５ｍｍ以下（ここでは０．００３ｍｍ）
にできた。
【００３２】
また、隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４の半径方向内側領域には、凹部２１と
これに嵌合する凸部２２によって構成される係合部２３が設けられている。この凹部２１
と凸部２２を含む隣り合うセグメント鉄心片１３の側端部１４は、連結部１２の折り曲げ
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後、例えば、２０μｍ以上３０μｍ以下の隙間を開けて近接配置されているが、当接させ
てもよい。
これにより、隣り合うセグメント鉄心片１３同士の相互の位置決めをより精度良く実施で
き、その環状精度を向上できる。
【００３３】
図１に示すように、複数のセグメント鉄心片１３を巻回して積層するに際しては、隣り合
うセグメント鉄心片１３の間に設けられた連結部１２を、積層方向で異なる位置にずらし
、各磁極片部１６の位置を合わせている。なお、本実施の形態では、セグメント鉄心片１
３の積層の際に、スロット１個分だけ積層方向でずらしているが、２個以上ずつずらして
もよい。
ここで、平面視した積層鉄心の一周当たりの全スロット数をｍ個とし、セグメント鉄心片
１個当たりのスロット数（磁極片部の数と同じ）をｎ個とした場合、スロット１個分だけ
積層方向でずらすために必要な１周のセグメント鉄心片数をｋ個とすると、以下の関係が
成り立つ。
（ｍ＋１）／ｎ＝ｋ
ここで、ｍ、ｎ、ｋは、それぞれ正の整数であり、積層鉄心の製造条件に応じて種々変更
できる。
【００３４】
なお、本実施の形態では、図１に示すように、平面視した積層鉄心の一周当たりの全スロ
ット数が２０個（ｍ＝２０）、セグメント鉄心片１個当たりの磁極片部の数が３個（スロ
ット数３個に相当：ｎ＝３）であるため、上式より１周に必要なセグメント鉄心片数は７
個（ｋ＝７）であるが、７個目のセグメント鉄心片の磁極片部１個分だけ積層時に次の層
となり、積層方向の連結部の位置は、磁極片部１個分（スロット１個分に相当）ずれるこ
とになる。
また、積層方向で周方向にずれるスロット数を２個以上にする場合は、前記した式中の「
１」を、ずれる個数、即ち２以上に変えることで、１周に必要なセグメント鉄心片数が求
まる。
これにより、複数のセグメント鉄心片１３を巻回して積層するに際しては、連結部１２の
位置が積層方向でずれるため、各セグメント鉄心片１３の結合強度を更に強固なものにで
きる。
【００３５】
続いて、本発明の一実施の形態に係る積層鉄心の製造方法について説明する。
まず、電磁鋼板（図示しない）を搬送しながら、１又は複数の金型（図示しない）を使用
して、図２に示すように、複数のセグメント鉄心片１３同士を、連結部１２で相互に結合
された状態に形成する打抜き工程を行う。
このセグメント鉄心片１３の打抜きに際しては、通常行うスロット１５の打抜き形成の後
に、凹部切欠き１９の形成と内側切欠き２０の形成をそれぞれ行い、前記した幅狭の連結
部１２を形成する。なお、金型形状によって、凹部切欠き１９の形成と内側切欠き２０の
形成を、同時に行うことも、順次個別に行うことも、また順序を入れ換えて行うことも可
能であり、更にスロット１５の打抜き形成と共に行うことも可能である。
【００３６】
また、この打抜き工程では、更に連結部をコイニング加工し、連結部をセグメント鉄心片
より薄肉にすることも可能である。
次に、連結部１２を折り曲げ、隣り合うセグメント鉄心片１３の凹部２１に凸部２２を嵌
合させると共に、セグメント鉄心片１３の側端部１４を合わせながら、連続した複数のセ
グメント鉄心片１３を螺旋状に巻回して積層する環状形成工程を行い、積層鉄心１０を製
造する。
【００３７】
以上、本発明を、一実施の形態を参照して説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の
形態に記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範
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囲内で考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、前記したそれ
ぞれの実施の形態や変形例の一部又は全部を組合せて本発明の積層鉄心及びその製造方法
を構成する場合も本発明の権利範囲に含まれる。
また、前記実施の形態においては、積層鉄心が固定子積層鉄心の場合について説明したが
、回転子積層鉄心（ローターともいう）でも勿論よい。この場合、回転子積層鉄心は、複
数のセグメント鉄心片で構成され、しかも隣り合うセグメント鉄心片は、外周部に形成さ
れた連結部で相互に結合される。ここで、例えば、複数のセグメント鉄心片の搬送時に、
連結部が切れ易くなる場合は、隣り合うセグメント鉄心片を更に結合するため、その内周
部にリブを設けてもよい。このリブは、積層鉄心の製造の際には、切り落とすとよい。
【符号の説明】
【００３８】
１０：積層鉄心、１１：外周部、１２：連結部、１３：セグメント鉄心片、１４：側端部
、１５：スロット、１６：磁極片部、１７：ヨーク片部、１８：半径方向膨出部、１９：
凹部切欠き、２０：内側切欠き、２１：凹部、２２：凸部、２３：係合部、３０：連結部
、３１：セグメント鉄心片、３２：側端部、３３：押圧部、３４：接触側面、３５：内側
切欠き、３６：側面、３７：内側面、３８：押圧部、４０：連結部、４１：セグメント鉄
心片、４２：半径方向膨出部、４３：凹部切欠き、５０：連結部、５１：セグメント鉄心
片、５２：山部、５３：谷部
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